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市からのお知らせ

広報ゆざわでは、「市民」は「市内に住民登録があり、市内に在住している方」を指します。紙面上の表記について
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「私の文化財」フォトコンテスト  作品募集「私の文化財」フォトコンテスト  作品募集

　文化財とは、長い歴史の中で守り伝えられてきた貴重な財産のことをいいます。このフォトコン

テストでは「皆さんの思い出や歴史、大切にしてきたもの、未来に受け継いでいきたいものなど『私

の文化財』をテーマにした写真」を募集します。

　入賞以上の作品は市ホームページに掲載するほか、市役所本庁舎などでの展示を予定しています。

■作品例

裏山からの眺望、祭りの風景、地域のシンボルの

大
たいぼく

木、母から受け継いだ着物、家族の笑顔など、自

分にとって『文化財』だと思うもの

■応募条件

　どなたでも応募できますが、作品は市内で撮影し

た写真に限ります。また応募作品は一人につき３点

までとします。

■各賞および賞品

最優秀賞（１点）…10,000円相当のもの

優 秀 賞（１点）…  5,000円相当のもの

特 別 賞（２点）…  3,000円相当のもの

入賞（10点程度）…  記念品

■応募方法

⑴メール：氏名（ペンネーム可）と写真のタイトル・

説明文（100文字以内）、撮影場所、連絡

先（以下、「必要事項」）を本文に入力の上、

写真データを添付し下記アドレス宛に送信

⑵郵　送：必要事項を記入した任意の用紙と写真を下

記宛に送付

※送付された写真は返却いたしません。

※�応募に当たっては、応募要項（下記窓口に備え付け

ているほか、市ホームページにも掲載しています）

をご確認ください。

■応募期限

　令和９年１月29日㈮／午後５時必着

問 〒012-8501　湯沢市佐竹町１番１号　

　 湯沢市教育委員会事務局生涯学習課文化財保護室（☎55－8193  k-bunkazai@city.yuzawa.lg.jp）
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不妊治療などに係る助成内容を拡充しました不妊治療などに係る助成内容を拡充しました

　市では、妊娠および出産の支援と、経済的・

精神的負担の軽減を図ることを目的に不妊治

療などに係る費用助成を実施しており、さら

に治療を受けやすくなるよう助成内容を拡充

しました。
30万円に増額

15万円から助成上限額を

■助成内容

治療種別 特定不妊治療 一般不妊治療・不育症治療

助成対象 体外受精、顕微授精など県の助成金交付を受けた治療

に係る費用

タイミング法、人工授精、不育症の治療に係

る費用

助 成 額 一連の治療１回につき、費用の全額から県助成金およ

び高額療養費などの還付金を差し引いた額で、県助成

金の交付決定１回につき上限30万円

（上記に加え、交通費として、令和８年４月１日以降、

治療を受けるために湯沢市から市外の医療機関に通院

した日数×2,000円を上乗せして支給します）

治療に係る自己負担分から高額療養費などの

還付金を差し引いた額で、上限30万円

（一年度につき）

交通費を支給
市内で受けることができない

特定不妊治療に係る

NEW!

問 子ども未来課子ども子育て応援班（☎55-8275）


